
 

 

令和３年度  第２回  高浜市入札監視委員会会議  

 

 

１．開催日時    令和４年１月２６日（水） 

午後３時００分～午後５時３０分 

 

２．開催場所    高浜市役所 １階 多目的会議室 

 

３．出席委員    委 員 長 児 玉 善 郎（日本福祉大学 学長） 

委 員   岸 上 善 徳（高浜市社会福祉協議会会長） 

委 員   横 山 英 樹（元県住宅供給公社事務局長） 

委 員   横 井 克 俊（弁護士） 

     

４．事務局職員   杉浦総務部長、清水グループリーダー、藤副主幹、 

稲垣主査、杉浦主任、武内主事 

５．議事概要 

  

（１）あいさつ 

（２）令和３年度後期入札案件の検討について 

 

○主な質疑・回答 

質 問 ・ 意 見 回 答 

（１）高落札率案件（委託及び物品） 

①町内会活動保険 

〇各業者の入札価格の差はそれぞれの保険

会社の商品による差ということか。 

〇未受領や辞退というのは開札の時まで分

からないのか。 

 

 

〇より多くの業者に入札参加をしていただ

けるよう、業者の選定方法を工夫して

いく必要がある。 

 

②オゾン発生器の購入 

〇見積は上位２者より取ったのか。 

 

〇辞退の理由をどのように考えるか。 

 

 

 

 

 

〇その通りである。保険の内容は仕様で定 

めている。 

〇過去の指名・応札実績に基づいて業者の

選定を行っているため、事前に応札可能

かどうかの確認は行っておらず、分から

ない。 

〇前回、辞退や未受領であった業者は今回

の業者選定より外している。それにも関

わらず今回は辞退があった。 

 

 

〇その通りである。 

 

〇新型コロナウイルス感染症予防に関する

物品ということもあり、需要と供給のバ

ランスが取れずに辞退となったものだと

考えている。 



 

〇過去に同じ案件の入札を実施した部署か

らは情報収集を行っているのか。 

〇情報収集を行っており、納入実績や応札

実績を加味して業者選定を行っている。 

 

【審議結果】 

  これらの案件は、辞退業者が複数あるなど、入札に参加できる業者が限られていた

ことが高落札率になった原因と考えられる。今後は、必要に応じて、過去の案件を研

究したり業者の新規開拓をするなど業者選定の方法を工夫していく必要がある。 

 

（２）低落札率案件（物品） 

③テレワーク用ノートパソコン購入 

〇入札の際には製品のスペックを指定し、

同等品申請も可としているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④組立式浮桟橋 

〇見積はどこから取ったのか。 

 

 

 

 

〇低落札率となった原因をどう考えるか。 

 

 

 

〇事前に辞退業者を減らす方法はないの

か。 

 

 

〇同等品がないのであれば、入札をするの

ではなく、随意契約でも良かったのでは

ないか。 

 

 

 

 

 

〇その通りである。近年、半導体不足によ

りパソコンの調達が難しくなっており、 

 見積徴収時は入札が行われる時期にどの

くらいの額になっているかわからないの

で、定価をベースとした額しか出せない

といわれた。また、供給が不安定な中

で、入荷があれば値引きをして出荷をす

るようにしており、入札時が丁度そのタ

イミングにあったことから、低落札率に

なったものと考えられる。 

 

 

 

〇製造販売元である落札業者より見積を

取っている。その後、他の業者にも取り

扱えるかどうかについて聞き取りを行

い、業者の選定を行った。 

 

〇見積は定価の金額であり、入札時でない

と他社と競争する場合の金額を出せない

と落札業者より伺った。 

 

〇同等品の申請を可としていたが、同等品

がなく応札できず辞退となった。 

 

 

〇調査を行う中では、基準品と同スペック

の製品は見つからなかったが、他のメー

カーがあれば調達は可能と思い入札を

行った。 

 

 



 

 

〇製造販売元が高落札率で落札していれば

随意契約でも良かったと思われるが、入

札結果が低落札率となり競争の原理が働

いたので、良かったのではないか。 

 

⑤二酸化炭素濃度測定器の購入 

〇どのように業者選定を行ったのか。 

 

 

 

〇高浜市だけでなく他市も低落札率となっ

ているのには何か要因があるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

〇前期の同一案件での結果を参考にすると

ともに、他市の結果も参考にした。な

お、他市も低落札率となっている。 

 

〇他のコロナ関係の備品を全てまとめて一

個あたりの単価にて見積を取った時期と

比べて、入札時は新型コロナウイルス感

染症の感染状況が落ち着いている時期で

あったことが低落札率となった要因と考

えられる。 

 

【審議結果】 

これらの案件は定価に近い金額での見積を予定価格としたことで、入札金額との

間に差が生まれ、低落札率につながったものと考えられる。 

 

（３）事後公表案件（工事） 

⑥吉浜小学校旧コンピューター室普通教室

化工事 

⑦高取小学校緊急連絡装置整備工事 

 

〇⑦は見積を落札業者から取っているの

か。 

 

 

 

⑧配水管布設替工事（３－９工区） 

⑨配水管布設替工事（３－８工区） 

〇工期がほぼ同じであるが、問題はないの

か。 

 

 

〇⑧は予定価格内だが、⑨は予定価格を超

過している業者があるのはなぜか。 

 

 

 

 

 

 

〇その通りである。しかし、当市の技師が

設計を見直しており、見積をそのまま予

定価格にしているわけではない。 

 

 

 

 

〇工事場所は異なっており、それぞれの工

事で監督員や技術員が配置されているた

め問題はない。 

 

〇⑨は会社との距離があるため、その分の

経費がかさんでしまうことが考えられ

る。 



 

⑩道路改良工事 市道港線 

〇落札率をもう少し下げることはできない

のか。 

 

〇設計に使用する愛知県の単価や歩掛は公

表されているため、あとはその他の経費

をどれだけ抑えられるかである。 

 

【審議結果】 

これらの事後公表案件は、予定価格超過で応札する業者が多いことが高落札率に

つながったと考えられる。予定価格超過で応札する業者のなかには、工事場所と

会社に距離がある等で経費がかさむことが要因となっていると考えられる。落札

率を下げるには、業者が経費をどれだけ抑えられるかにかかっている。 

 

（４）高落札率案件（工事） 

⑪－1道水路維持補修工事 市道渡船場線 

⑪－2道水路維持補修工事 市道渡船場線 

⑫道水路維持補修工事 市道北屋敷古宮線 

⑬道水路維持補修工事 市道赤松線 

※⑬は高落札率ではないが⑫と比較検討の

ため選定。 

 

〇⑪－1で入札が不調となった原因をどう

考えるか。 

 

 

 

〇⑫は予定価格が事後公表、⑬は事前公表

であるが、⑬のほうが落札率は低く

なっている。原因をどう考えるか。 

 

 

 

 

 

 

⑭配水管布設替工事（３－１１工区） 

⑮下水道工事に伴う配水管移設工事 

（その３） 

⑯公共下水道整備工事 港第１処理分 

（３－８工区） 

⑰配水支管布設工事（３－１３工区）  

市道荒田２号線  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇踏切が近く、列車通過時には作業を停止

する必要がある。作業時間のロスについ

て担当と業者の見解に乖離があり不調に

なった可能性がある。 

 

〇⑫は地下埋設物の排水桝の補修工事であ

り、かなり深く掘らなければいけない。

また、現場も狭い道路で作業スペースが

少ないことから施工条件が悪く、経費額

が上がったと思われる。⑬は道路を一部

拡幅する一般的な工事であり、施工条件

も良かったことから、⑫より経費が抑え

られたものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

〇入札金額に差がつきにくいのは何故か。 

 

 

 

 

 

〇⑰は落札率も高く、全体的な入札金額も

高いが、このくらいの金額ではないと

厳しいということか。 

 

 

〇予定価格超過が多い現状を変えるために

は、業者選定のやり方を変えていかな

ければいけない。 

 

 

⑱いきいき広場クッキングスタジオ換気設

備設置工事 

〇１者のみの応札で、100%の落札率だ

が、どう考えるのか。 

 

 

 

 

 

〇落札業者より見積を取ったのか。 

 

 

〇差がつくのは、施工条件等により会社の

経費の削減がどれだけできるかどうかに

よるが、どの業者も同じような経費を見

積ったことにより差がつかなかったと思

われる。 

 

〇設計に使用する単価や歩掛は公表されて

いるものが大半であり、現場の条件に応

じてどれだけ経費を削れるかの争いにな

る。 

 

〇条件付き一般競争入札における参加基準

金額を上げ、入札する発注本数を減らす

ことで競争性を生ませることを考えてい

る。 

 

 

 

〇国の補正予算による補助事業での工事で

あったことから、見積徴収時期と入札時

期が近かったことと、特殊な製品で電気

機器が手に入りづらいものであったこと

から、この結果につながったものと考え

られる。 

 

〇その通りである。 

【審議結果】 

これらの案件では、応札した業者の入札額にあまり差がなく、高落札率になって

いる。設計単価、歩掛は公表されており、業者が経費をどれだけ抑えられるかに

よって差がつくのだが、これらの案件では、施工条件等もあり業者による差がつ

かなかったと考えられる。また、特殊な機器による工事で、機器が手に入る業者

が限られていたことと、見積徴収時期と入札時期が近いタイミングであったこと

から、１者のみの応札で落札率 100％になったと考えられる。 

 

 
（３）その他 

 


